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三
　
記
帳
状
況

　
前
節
で
は
、
三
月
上
旬
に
帳
簿
作
成
上
の
大
き
な
画
期
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
各
帳
簿
の
筆
蹟
を
追
っ
て
行
く
と
、
四
月
か

ら
上
馬
養
の
筆
も
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
、
記
帳
作
業
に
は
こ
の
後
も
い
く
つ
か
の
画
期
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
れ
を
、
三
月
上

旬
ま
で
の
分
も
含
め
て
結
論
的
に
示
す
と
次
の
九
期
に
な
る
。

　
　
1
期
天
平
宝
字
六
年
正
月
十
六
日
～
二
月
三
十
日
　
H
期
三
月
一
日
目
十
一
日
　
皿
期
三
月
十
二
日
～
四
月
四
日
　
W
期
四
月
五
日

　
　
～
二
十
一
日
　
V
期
四
月
二
十
二
日
～
六
月
三
日
　
W
期
六
月
四
日
～
二
十
一
日
　
学
期
六
月
二
十
二
日
～
八
月
九
日
　
学
期
八
月

　
　
十
日
～
十
二
月
下
旬
　
K
期
十
二
月
下
旬
～
七
年
六
月

　
－
期
は
、
下
道
主
に
よ
っ
て
一
〇
点
の
帳
簿
（
◎
・
⑪
・
㈲
・
㈲
・
㈲
の
各
帳
簿
と
存
在
の
推
定
さ
れ
る
五
帳
簿
。
図
5
参
照
）
の
作
成
と

記
帳
が
な
さ
れ
た
時
期
、
皿
期
は
阿
刀
乙
万
呂
が
記
帳
の
一
部
を
担
当
し
、
旧
帳
か
ら
新
古
へ
の
書
き
換
え
（
㈹
・
⑬
・
㈲
・
㈹
・
⑥
の
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あ
　

各
帳
簿
）
と
と
も
に
新
た
に
㈹
雑
材
井
檜
皮
蛋
和
炭
御
帳
が
作
成
さ
れ
、
春
季
告
朔
用
の
実
務
体
制
が
整
え
ら
れ
る
時
期
に
あ
た
る
。
こ

の
二
期
に
つ
い
て
は
先
に
と
り
あ
げ
た
の
で
、
以
下
で
は
、
表
1
を
も
と
に
し
て
皿
か
ら
K
期
の
記
帳
作
業
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加

え
る
こ
と
に
し
た
い
。

9S

造石山寺所の帳簿（下）

　
ω
皿
期
（
三
月
十
二
日
～
四
月
四
日
）

　
H
期
か
ら
始
ま
っ
た
下
道
主
（
甲
筆
）
と
阿
刀
挿
穂
呂
（
乙
筆
）
に
よ
る
記
帳
作
業
は
、
こ
こ
で
も
継
続
す
る
が
、
帳
簿
に
よ
っ
て
は

筆
の
片
寄
り
が
見
ら
れ
る
。
表
3
は
、
各
帳
簿
へ
の
記
帳
回
数
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
皿
期
の
場
合
、
⑪
解
移
牒

原
案
・
⑧
雑
材
井
強
皮
置
炭
用
帳
・
⑥
雑
物
用
帳
で
は
転
筆
の
方
が
記
帳
回
数
が
多
く
な
っ
て
い
る
が
、
◎
食
物
用
帳
・
⑧
雑
材
井
営
門

及
和
炭
用
帳
で
は
甲
筆
が
大
半
を
占
め
、
㈹
造
寺
端
銭
用
帳
・
㈲
鉄
欄
井
作
上
帳
で
は
遺
筆
は
認
め
ら
れ
な
く
な
る
。

　
表
4
に
示
し
た
帳
簿
別
の
記
帳
内
容
を
見
る
と
、
◎
・
㈲
で
は
尊
爵
は
骨
筆
の
補
助
的
な
役
割
を
果
た
す
に
過
ぎ
な
い
が
、
⑲
・
⑧
に

よ
れ
ば
、
乙
筆
は
造
営
現
場
に
木
材
を
提
供
す
る
言
意
所
と
の
交
渉
に
責
務
を
負
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
⑥
に
お
い
て
甲

筆
が
仏
殿
造
営
の
料
南
下
充
を
記
す
の
に
対
し
、
乙
筆
が
山
作
所
領
や
雑
工
の
蓋
物
下
下
を
記
す
と
い
う
対
照
的
な
記
帳
傾
向
か
ら
も
窺

う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
乙
筆
、
す
な
わ
ち
阿
刀
乙
万
呂
が
、
石
山
に
出
向
し
て
政
所
に
赴
く
ま
で
の
問
、
田
上
山
作
所
領
を
勤
め
て

い
た
関
係
で
二
三
現
場
の
事
情
に
通
じ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
の
乙
万
呂
の
筆
が
㈹
・
㈲
で
見
ら
れ
な
い
の
は
、
一
部
の
記
帳
に
と

ど
ま
る
⑥
と
と
も
に
、
下
道
主
の
管
理
下
に
置
か
れ
て
い
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
旧
帳
か
ら
新
帳
へ
の
書
き
換
え
は
と
も
か
く
、
実
際
の

銭
・
鉄
・
鉄
製
品
・
食
料
雑
物
の
出
納
記
帳
に
は
乙
万
丈
の
関
与
を
避
け
る
と
い
う
の
が
、
こ
の
期
の
方
針
の
よ
う
で
あ
る
。
換
言
す
れ

ば
、
乙
筆
が
多
い
ほ
ど
道
主
に
と
っ
て
は
重
要
度
の
低
い
帳
簿
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

14



表3　三筆（甲・乙・丙）の各帳簿への記帳回数　（（）内は百分率）

ヨ

筆 （A） （C） （D） （E） （F） （G） （H） 計

甲
18（100）　　　　T　　〒　　噛　　τ　　－　　－　　一　　冒　　．

44（89．8） 11（34．4） 18（47．4） 5（83．3） 9（45） 5（62．5）
110（64．3）　　　　　　．　　　一　　　一　　　．　　　一　　　幽

　　　皿期

i器 乙 0

@　0

0

丙 0 0 0 1（16．7） @　　〇 0 1（0．6）

甲 0 4（10．2） 0 2（18．2） 13（7．9）　　　w期

i4月5日　　s4月21日）

乙 0 1（2．6） @　9（47．4） @　　1（7．1） 0 @　　〇 0 11（6．7）

丙 20（100） 34（87．2） 10（52．6） 13（92．9） 9（75） 46（92） 9（81．8） 141（85．4）

　　　V期

i4月22日　　s6．月3日）

甲 17（65．4）
60（88．2）　　　　　　一　　　．　　　．　　　幽　　　一

19（79．2） 4（80） 30（96．8） 10（66．7）　　　　　　　■　　　冒

乙 9（34．6） 8（ll。8） 22（61．1） 5（20．8） P（20） 1（3．2） 5（33．3） 51（24．9）

甲 0 2（66．7）　　　v［油

a） 乙 2（22．2） 0　　　　　　　．　　　－ @　　0

U9（86．2）丙 7（77．8） 29（93．5） 1（33．3） V（100） 7（77．8） 8（72．7） @　10（100）

甲 29（80．6） 72（62．1） 10（37） 5（100）

@　　0

28（62．2） 17（94．4） 190（68．9）　　w期

i6月22日　　s8月9日）

44（37．9）

@　　0 @　　〇

　　　　　　　　．　　　．　　　一　　　．　　　　「

@　　2（0．7）0 0 P（3．7） @　O　　　　　　　　　　I

　　　　　　　〒

P（5．6）

（注）本表は、表1より主文（「又」主文も含む）の記帳回数を集計したものである。同一主文で2筆が交る場合、

　　主文と「右」記事で筆が代わる場合は、それぞれ1回の記帳とした。なお、甲は下道主の、乙は阿刀乙万呂
　　の、丙は上馬養のそれぞれ筆である。
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造石山寺所の帳簿（下）

表4　二期における甲・乙両筆の記帳項目

甲　　筆 乙　　筆
記　帳　項　目

3月14月 3月巨月

常食料 17　1　3 12
田上山作所料 9　　1 1

作出漕運料 3 1

（C）
直面採座料
ｼ食料（雑工・仕丁） 4

1
1
1仏殿檜皮可葺様料 1 1

借上寺奉充 1

渤海大使露盤 1

二二 1 5　　　1

牒案 3

符案（山作所領宛） 5 7　　1
符案（甲賀運材領宛） 2 1

（D） 白血（その他宛） 1

官立 1

東大寺雨止召文案 1

大般若出所請文案 1

大般若経二二案 1

自立石山 2 4

自田上山作所 6 7　　3
自大石山 7 1

（E） 目当名恵雨虫歯 1

自勝屋出所 1

額田部雨止呂焼霜炭 2 1　　1
買検納 1

固仏殿料 6　　2 1　　2
葺金堂檜虚血 1

木工料 1 1

（G）
雑工料

?G頭物料 1
1借充上寺 1

止山作所木工料 1

国作所領料 1

（H） 二二作料 5 2　　1

16

（注）（A）造寺三門用帳・（F）鉄十七作上帳では玉筆はなく、

　　甲筆のみ。（D）解移牒符案の解・牒・符・啓案は、造石
　　山寺所のものである（表5、表6も同じ）。
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山本幸男
　
②
万
期
（
四
月
五
日
～
一
一
十
一
日
）

　
こ
の
期
の
特
徴
は
、
上
馬
養
（
丙
筆
）
が
記
帳
に
加
わ
る
こ
と
で
あ
る
。
㈹
鉄
脚
井
作
上
帳
で
は
四
月
二
日
条
に
丙
筆
が
見
え
る
が
、

記
帳
が
本
格
化
す
る
の
は
五
日
か
ら
で
あ
る
の
で
、
こ
の
日
を
も
っ
て
y
期
の
開
始
と
し
た
。
表
1
か
ら
す
れ
ば
、
㈹
造
寺
尊
霊
用
帳
は

甲
筆
が
、
ひ
Q
下
銭
嵩
・
⑥
食
物
用
帳
・
⑧
雑
材
井
黒
皮
及
和
炭
野
帳
・
㈹
・
⑥
雑
物
用
帳
・
㈹
雑
材
井
檜
皮
及
和
議
用
帳
は
丙
筆
が
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　

そ
れ
担
当
し
、
⑥
解
移
牒
塁
壁
は
乙
筆
・
丙
筆
の
共
同
記
帳
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
呈
露
の
担
当
す
る
㈹
の
場
合
は
、

丙
筆
の
0
0
と
内
容
が
類
似
し
、
四
月
七
日
～
二
十
日
の
各
条
の
領
位
署
に
は
、
愚
筆
の
上
馬
養
が
朱
で
名
の
み
を
自
署
す
る
特
異
な
形
を

と
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
銭

　
㈲
下
銭
占
は
、
冒
頭
に
「
自
奈
良
請
来
収
納
六
年
四
月
／
九
日
収
納
銭
壱
拾
貫
使
甲
賀
深
万
呂
物
部
祢
配
当
」
（
十
五
ノ
四
五
七
）
と
記
し
、
四
月
九

日
～
二
十
日
の
下
銭
を
書
き
留
め
る
帳
簿
で
、
十
五
日
条
ま
で
は
「
右
」
記
事
を
持
た
な
い
主
文
（
「
又
」
主
文
）
／
位
署
（
主
典
・
領
）

の
書
式
を
と
り
、
十
六
日
条
以
降
は
位
署
は
領
の
み
で
、
十
八
日
と
二
十
日
の
各
条
で
は
そ
の
位
署
も
省
略
さ
れ
て
い
る
。
㈹
造
寺
料
男

用
帳
の
四
月
七
日
～
二
十
日
の
各
条
と
比
較
す
る
と
、
七
日
条
と
麗
筆
と
見
ら
れ
る
朱
で
の
書
き
込
み
記
事
を
除
け
ば
、
㈹
の
記
事
は
い

ず
れ
も
0
ρ
に
認
め
ら
れ
る
が
、
¢
0
の
十
五
日
～
十
九
日
の
各
条
に
は
、
㈹
に
見
ら
れ
な
い
雇
工
・
雇
夫
ら
の
人
別
功
銭
や
借
銭
の
下
穿
が

記
さ
れ
て
い
る
。
記
事
内
容
は
⑳
の
方
が
豊
富
で
あ
る
が
、
雇
工
・
雇
夫
ら
の
功
銭
に
つ
い
て
は
、
㈲
の
五
月
七
日
条
で
、
「
四
月
中
雇

役
岩
井
夫
等
功
」
（
＋
五
ノ
四
五
一
）
と
し
て
七
貫
七
八
九
文
が
一
括
し
て
下
魚
さ
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
㈹
で
は
、
こ
の
四
月
に
限

ら
ず
雇
工
・
雇
夫
ら
の
功
銭
は
一
ヵ
月
単
位
で
一
括
し
て
記
さ
れ
て
お
り
、
三
月
と
五
月
の
場
合
は
「
石
匙
名
在
別
巻
」
（
三
月
三
＋
日
、

五
月
二
＋
七
日
各
条
。
十
五
ノ
四
四
二
、
四
四
七
）
と
あ
っ
て
、
人
別
の
功
直
を
記
し
た
巻
物
（
帳
簿
）
を
も
と
に
集
計
さ
れ
て
い
た
こ
と

を
伝
え
て
い
る
。
こ
の
四
月
分
に
は
「
別
巻
」
の
注
記
は
な
い
が
、
ひ
0
の
方
に
人
別
の
功
直
濡
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る

と
、
当
月
分
に
関
し
て
は
、
ひ
0
を
参
照
し
集
計
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
勿
論
、
そ
の
場
合
、
四
月
七
日
～
二
十
日
の

間
に
書
き
手
を
異
に
す
る
同
内
容
の
挙
銭
帳
が
二
点
作
成
さ
れ
て
い
た
と
は
考
え
が
た
い
の
で
、
そ
の
記
事
の
豊
富
さ
か
ら
推
し
て
、
ω

1792



造石山寺所の帳簿（下）

の
方
が
先
に
作
成
さ
れ
、
そ
れ
を
も
と
に
㈹
の
当
該
各
条
の
記
帳
及
び
功
無
銭
の
集
計
が
な
さ
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
三
月
七
日
条
か

ら
主
文
（
「
又
」
主
文
）
／
「
右
」
記
事
／
位
署
の
書
式
を
と
る
㈹
が
、
四
月
七
日
差
二
十
四
日
の
間
に
限
っ
て
φ
○
の
よ
う
に
「
右
」
記
事

を
ほ
と
ん
ど
記
さ
な
く
な
る
の
も
、
右
の
見
方
を
支
持
す
る
で
あ
ろ
う
。
㈹
の
当
該
期
間
の
記
事
が
甲
筆
に
よ
っ
て
記
入
さ
れ
る
の
は
二

十
「
日
か
ら
二
十
四
日
に
か
け
て
と
見
ら
れ
、
記
帳
後
、
ひ
○
の
作
成
者
上
馬
養
が
各
条
を
検
校
し
、
位
署
部
分
に
朱
で
自
署
を
加
え
た
も

　
　
　
　
　
　
　
り

の
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
期
の
記
帳
作
業
に
は
、
五
日
と
二
十
一
日
を
除
け
ば
甲
筆
は
加
わ
っ
て
お
ら
ず
、
⑪
解
移
牒
符
案
を
除

く
六
帳
簿
は
丙
筆
に
よ
っ
て
記
帳
が
な
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
と
な
る
と
、
丙
筆
が
何
故
に
直
接
㈹
に
記
帳
し
な
か
っ
た
の
か
が
問

題
に
な
る
が
、
再
び
二
号
が
登
場
す
る
W
期
で
は
別
帳
は
作
成
さ
れ
ず
㈹
に
記
帳
を
行
な
っ
て
い
る
の
で
、
と
り
た
て
て
丙
筆
を
遠
ざ
け

て
い
た
の
で
も
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
恐
ら
く
、
こ
の
と
き
記
帳
作
業
か
ら
離
れ
て
い
た
下
道
主
（
甲
筆
）
の
手
元
に
、
何
ら
か
の
理
由
で

㈹
が
保
管
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
上
馬
養
が
造
石
山
寺
所
へ
出
向
を
求
め
ら
れ
た
の
は
、
「
経
所
田
田
上
案
主
婦
」
宛
て
に
出
さ
れ
た
正
月
二
十
三
日
付
造
石
山
寺
所
告

文
案
（
⑥
、
十
五
ノ
一
四
二
～
一
四
三
）
に
お
い
て
で
、
経
師
八
人
の
召
集
に
付
し
て
「
右
件
無
始
二
月
八
日
宣
承
知
状
上
件
人
等
手

番
類
／
経
師
七
八
人
許
率
引
参
上
可
告
知
但
上
馬
甘
節
高
許
／
者
二
月
三
日
以
前
参
上
」
と
の
指
示
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
と
き
馬
養

は
、
他
田
水
主
と
と
も
に
造
東
大
寺
司
の
経
所
（
写
経
所
）
に
あ
っ
て
案
主
を
勤
め
て
お
り
、
二
月
八
日
か
ら
開
始
予
定
の
写
経
（
大
般

若
経
一
部
六
〇
〇
巻
書
写
）
の
た
め
に
同
月
三
日
以
前
の
出
向
を
要
請
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
造
石
山
寺
所
の
正
月
の
上
巴
報

告
で
は
、
馬
養
の
項
に
領
と
し
て
の
市
日
七
が
記
さ
れ
て
お
り
（
表
2
参
照
）
、
右
の
告
文
が
出
さ
れ
た
正
月
二
十
三
日
に
は
既
に
造
石

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ザ
　

山
寺
所
に
出
仕
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
造
石
山
寺
所
で
の
馬
養
は
、
正
月
二
十
八
日
付
造
石
山
寺
雪
解
案
（
⑰
＋
五
ノ
一
四
五
～
一
四

六
）
で
奈
良
へ
の
上
高
報
告
を
付
託
さ
れ
る
な
ど
、
写
経
以
外
の
実
務
に
も
従
事
し
て
い
る
が
、
正
月
二
十
五
日
か
ら
二
月
五
日
に
か
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

て
経
堂
・
経
師
房
・
盛
殿
料
の
雑
材
が
収
納
さ
れ
（
㈲
・
⑪
）
、
二
月
七
日
に
釘
が
下
充
さ
れ
て
（
⑥
）
、
写
経
施
設
の
建
築
が
始
ま
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　

奉
春
心
山
院
大
般
若
経
所
の
二
丁
と
し
て
写
経
準
備
に
専
従
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
書
写
作
業
は
十
一
日
か
ら
開
始
さ
れ
た
ら
し
く
、
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山本幸男
馬
養
の
筆
と
思
わ
れ
る
石
山
院
大
般
若
経
充
本
丁
（
続
々
修
十
八
ノ
ニ
、
五
ノ
一
〇
七
～
一
一
〇
、
四
五
七
～
四
五
八
）
は
、
こ
の
日
か
ら
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

帳
が
始
め
ら
れ
て
い
る
。

　
で
は
、
こ
の
よ
う
な
馬
養
に
、
造
営
関
係
の
帳
簿
が
何
故
に
委
ね
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
造
石
山
寺
所
の
上
玉
報
告
に
よ
る
と
、
こ

の
四
月
の
下
道
主
の
上
日
は
一
九
で
、
全
日
上
下
し
て
二
九
で
あ
る
か
ら
一
〇
芦
間
の
欠
、
阿
刀
乙
万
呂
の
場
合
は
二
二
の
上
面
で
七
日

間
の
欠
と
な
っ
て
い
る
（
以
上
、
表
2
参
照
）
。
記
帳
状
況
か
ら
推
し
て
買
主
は
六
日
～
十
九
日
の
間
、
素
志
呂
は
十
六
日
目
二
十
五
日
の

間
、
順
次
そ
の
欠
日
分
、
造
石
山
寺
所
を
離
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
（
表
1
参
照
）
。
そ
れ
は
、
石
山
に
赴
任
以
来
、
皆
勤
状
態
に
あ
っ

た
道
主
と
乙
万
一
が
、
四
月
に
入
っ
て
相
次
い
で
休
暇
を
申
請
し
承
認
さ
れ
た
た
め
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
後
述
（
W
期
）
の

よ
う
に
、
六
月
に
お
い
て
も
こ
の
四
月
と
ほ
ぼ
同
じ
日
程
（
四
日
～
二
十
一
日
）
で
上
馬
養
が
記
帳
を
担
当
し
、
道
主
と
乙
万
呂
も
七
日

・
一
五
日
と
造
石
山
寺
所
を
離
れ
て
い
る
こ
と
、
道
主
の
場
合
は
八
月
・
九
月
、
本
宿
呂
は
八
月
に
も
上
日
が
大
幅
に
減
少
し
て
い
る
（
以

上
、
表
2
参
照
）
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
そ
れ
は
休
暇
で
は
な
く
公
務
に
よ
る
出
張
、
す
な
わ
ち
彼
ら
が
所
属
す
る
奈
良
の
造
東
大
寺
司

で
、
何
ら
か
の
職
務
に
従
事
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
職
務
と
は
、
宝
玉
の
場
合
は
、
三
月
三
十
日
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
　

造
石
山
寺
所
解
（
案
）
（
春
季
告
朔
）
（
輩
下
後
紐
三
十
四
、
五
ノ
＝
ハ
三
～
一
八
七
）
の
持
参
と
記
事
内
容
の
問
対
へ
の
参
加
、
乙
万
呂
の

場
合
は
、
三
月
二
十
五
日
の
因
八
麻
中
村
宣
に
よ
る
御
鏡
四
面
鋳
造
の
料
物
が
、
四
月
十
五
日
中
造
石
山
寺
所
解
案
（
⑪
、
十
五
ノ
一
八

九
）
で
造
東
大
寺
司
鋳
物
所
に
送
付
さ
れ
た
こ
と
に
と
も
な
う
出
向
の
可
能
性
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
詳
細
は
不
明
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
先
の
充
本
帳
に
よ
る
と
、
三
月
二
十
八
日
ま
で
に
大
般
若
経
の
二
二
秩
分
（
い
ず
れ
も
一
秩
に
一
〇
巻
入
り
）
の
本
経
（
底
本
）
が
充
て

ら
れ
、
翌
二
十
九
日
に
二
人
の
経
師
に
早
着
分
の
本
経
が
充
て
ら
れ
た
あ
と
は
、
八
月
五
日
ま
で
充
本
記
事
は
見
え
な
く
な
る
。
従
っ
て
、

上
馬
養
に
造
営
関
係
の
帳
簿
が
委
ね
ら
れ
た
こ
ろ
に
は
、
写
経
の
方
は
一
段
落
に
向
い
、
馬
養
の
職
務
に
も
や
や
余
裕
が
生
じ
て
い
た
よ

　
　
　
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

う
で
あ
る
。
馬
養
は
、
天
平
宝
字
元
年
（
七
五
七
）
～
五
年
の
写
経
事
業
で
革
茸
を
勤
め
る
な
ど
記
帳
実
務
に
習
熟
し
て
い
た
の
で
、
下

道
主
に
は
信
を
置
く
に
値
す
る
人
物
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
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造石山寺所の帳簿（下）

表5　V期における甲・乙両点の記帳項目

甲　　　筆 乙　　筆三
記　帳項　目

4月15則6月 4型5劃6月
木工・夫等料（粉酒）

l工料

2
　
1
　
1
　
　
　
　
…
2
　
i

1　　　2　唱

@唱　　　…
月中雇役人功料 ：　2　1　　　印 tl

（A）

田上山作所料
i組使道路間料
D婆夷頓給料

…　1　　　…

奄

1｝i　　　1

5月5日料 脚　　　… ’　1　1

鎮祭料
H料雑物・雑器料 3…i1 ；31
檜皮料 1　1

…

小船1隻料 　　　：@
1
：

：　　　…

常食料
c上山作所書
ｼ食料（木工・仕丁）
d丁月替
l工料

ピ袈4
pil…l　　　　　　l

1i　ll　i　l　l

撃
堰
A
i
　
」

（C） 木工整頓給料
ﾚ潰料
ﾊ書食料借下充

　i　l　i@
l
　
2
　
　
　
　
…
1
　
，

i　　　…　　　1

主典所借請既報納
ﾊ当家奉充
ﾘ充主典田作岡田
ﾘ充上寺

　　　1i
@…　・1　1　2　：　1

1　…　　　　li　　　：1　　　：　　　　　一

解案
ｫi案

，5 　1P　　　4　・

@；　4　　　2

（D）

子笹（笹書本塁）

ﾔ抄案
纉勛ﾄ
蜚ﾊ若経和解案

1　13　i
P…2i　I　　　　l　i　2

　：　1　’
Q　　　　　i

戟@i　　　　1

大般若同所牒案 … 1　：　1　：

大士月経所請文案 　　　1c ［　1

造東大寺司牒案 1　　　i ：　1　i

造東大寺司請文案 l　I　　　i 1

…　　　i

自田上山作所
4　1　2　i　　　　1 　　　　　一F　3　…

自甲賀山作所 ヒ　　　レ l　I　　　i

（E） 自大石山
ｩ高嶋勝屋主前
z田部馬万呂焼和炭
ﾙ夫令採

4i　…　　　　印

P［　i

…　1i

堰@…　　　1　　　　　一

（H）

作釘匹
c高田肱金物料
?ｷ押釘料
?H料料
ｦ仏堂料

　i　　　l撃奄堰@i　l i　Il　　　i　　　：

c1i
葺僧房料
t物部根万事

　　　　：

Ei・、
1　3　1

堰@　i

（注）（F）鉄充丸作上帳・（G）雑物記帳では、乙筆はそれぞれ1件だけで
　　あるので表示しなかった。
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山本幸男
　
㈹
V
期
（
四
月
二
十
二
日
～
六
月
三
日
）

　
四
月
二
十
日
、
二
十
一
日
に
上
馬
養
（
落
筆
）
か
ら
下
道
主
（
毒
筆
）
に
引
き
継
ぎ
が
行
な
わ
れ
た
あ
と
、
二
十
二
日
か
ら
六
月
三
日

に
か
け
て
、
記
帳
は
再
び
道
主
と
阿
刀
乙
万
呂
（
乙
筆
）
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
乙
下
呂
は
造
石
山
寺
所
を
W
期
の
後

半
に
離
れ
た
関
係
で
記
帳
へ
の
復
帰
は
や
や
遅
れ
、
二
十
六
日
に
な
っ
て
か
ら
の
よ
う
で
あ
る
（
以
上
、
表
－
参
照
）
。
こ
の
期
の
各
帳
簿

へ
の
記
帳
状
況
を
見
る
と
（
表
3
参
照
）
、
皿
期
に
比
し
て
乙
筆
の
占
め
る
割
合
が
低
下
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
帳
簿
別
に
見
る

と
、
◎
食
物
用
帳
・
⑪
解
移
牒
符
案
・
㈹
雑
材
笄
檜
皮
及
和
炭
耳
垂
で
は
多
少
の
増
減
が
あ
る
も
の
の
記
帳
機
会
は
ほ
ぼ
同
じ
傾
向
に
あ

り
、
㈹
造
寺
耳
垂
用
帳
・
㈹
鉄
充
井
井
上
帳
で
も
記
帳
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
㈹
雑
志
井
檜
皮
及
和
上
納
帳
で
は
甲
筆
に
比
重

が
移
り
、
⑥
雑
物
用
帳
で
は
乙
筆
が
わ
ず
か
一
例
だ
け
と
い
う
結
果
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
⑪
以
外
の
六
帳
の
記
帳
は
甲
筆
す
な
わ

ち
道
主
が
中
心
と
な
り
、
表
5
に
示
し
た
記
帳
内
容
か
ら
見
て
も
、
乙
万
呂
は
補
助
的
な
役
割
を
果
た
す
に
す
ぎ
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

た
だ
、
こ
の
V
期
の
場
合
、
五
月
に
な
る
と
⑧
・
㈹
・
㈲
∵
㈹
の
記
事
そ
の
も
の
が
少
な
く
な
る
（
表
1
参
照
）
と
い
う
事
情
も
考
慮
し

て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　
そ
れ
は
、
五
月
一
日
付
造
石
山
院
所
整
正
（
⑪
、
＋
五
ノ
一
九
八
）
で
工
作
所
の
作
物
停
止
が
命
じ
ら
れ
た
こ
と
と
関
連
す
る
。
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
　
　

停
止
命
令
の
理
由
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
造
営
現
場
に
も
そ
れ
が
出
さ
れ
た
ら
し
く
、
奈
良
に
消
息
を
伝
え
る
五
月
四
日
付
石
山
院
解

発
（
◎
、
十
五
ノ
一
九
九
～
二
〇
一
）
で
は
、
「
依
作
物
暫
停
止
」
と
し
て
長
上
船
木
宿
奈
辺
呂
と
木
工
六
人
に
春
日
を
副
え
て
向
か
わ
せ

る
旨
が
記
さ
れ
、
さ
ら
に
益
田
大
工
、
画
意
田
所
と
木
屋
坊
の
銅
工
、
鍛
冶
司
と
造
兵
司
の
人
々
、
木
工
・
土
工
ら
の
動
向
も
載
せ
ら
れ

て
い
る
。
五
月
号
上
野
報
告
に
よ
る
と
、
長
上
は
八
、
木
工
は
穂
積
河
内
だ
け
が
一
五
と
多
い
が
、
他
の
七
人
は
七
～
九
と
な
っ
て
お
り
、

停
止
命
令
が
遵
守
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
し
か
し
、
造
営
現
場
の
作
物
は
六
月
に
入
る
と
再
開
さ
れ
、
こ
の
月
の
廿
日
は
長

上
が
壬
二
、
木
工
の
方
は
、
阿
刀
兄
万
呂
の
一
二
を
除
け
ば
残
る
八
人
は
二
四
～
二
九
の
上
半
と
な
っ
て
い
る
（
以
上
、
表
2
参
照
）
。
こ

う
し
た
作
物
の
一
時
停
止
の
結
果
、
阿
刀
乙
再
造
は
皿
期
で
の
よ
う
な
特
徴
的
な
役
割
を
果
た
せ
な
く
な
り
、
㈹
・
⑥
で
の
記
帳
回
数
が
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減
少
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
そ
の
中
で
、
五
月
五
日
～
十
一
日
の
限
ら
れ
た
期
間
と
は
い
え
、
㈹
に
記
帳
を
行
な
っ
て
い
る

一
、
表
5
参
照
）
の
は
、
政
所
業
務
の
遂
行
を
通
し
て
道
主
か
ら
の
信
任
が
厚
く
な
っ
て
き
た
証
左
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

（
営

造石山寺所の帳簿（下）

　
ω
M
期
（
六
月
四
日
～
一
一
十
噂
日
）

　
造
営
現
場
の
作
物
が
再
開
さ
れ
て
間
も
な
い
こ
ろ
の
六
月
四
日
か
ら
、
記
帳
は
再
び
上
馬
養
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
前
記
の
よ

う
に
、
今
回
も
W
期
と
同
じ
く
二
十
一
日
ま
で
で
あ
る
。
こ
の
W
期
の
馬
養
は
、
㈹
造
寺
料
銭
買
帳
に
も
記
帳
を
行
な
っ
て
い
る
が
、
⑪

解
移
牒
符
案
の
場
合
は
、
五
日
か
ら
二
十
日
に
か
け
て
雑
公
文
が
作
ら
れ
な
か
っ
た
関
係
か
ら
か
案
文
は
な
く
、
馬
養
一
人
に
託
さ
れ
た

の
か
ど
う
か
定
か
で
な
い
。
六
月
の
十
日
と
記
帳
状
況
か
ら
推
し
て
、
下
道
主
は
六
月
五
日
～
二
十
一
日
の
間
に
七
日
間
、
阿
裏
漉
万
呂

の
場
合
は
六
月
八
日
～
三
十
日
の
間
に
一
五
日
間
、
そ
れ
ぞ
れ
石
山
を
離
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
（
表
1
、
表
2
参
照
）
。

　
上
馬
養
の
方
は
、
四
月
に
大
般
若
経
の
書
写
が
一
段
落
し
た
あ
と
観
世
音
経
一
〇
〇
巻
の
書
写
に
従
事
し
て
い
た
ら
し
く
、
◎
食
物
用

帳
の
六
月
二
十
一
日
条
に
見
え
る
米
一
斜
・
末
世
一
升
の
下
充
に
つ
い
て
「
右
奉
写
観
世
音
経
彫
師
料
借
用
井
奉
書
井
画
師
及
仏
工
料
充

経
所
鮒
舶
」
（
十
五
ノ
四
一
七
）
と
あ
り
、
経
書
（
奉
写
大
般
若
経
所
）
か
ら
借
用
さ
れ
た
観
世
音
経
料
が
返
済
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
あ
　

と
き
経
所
に
充
て
ら
れ
た
「
奉
至
善
画
師
造
仏
工
料
」
と
は
、
観
世
音
菩
薩
一
下
・
聖
王
二
輪
の
料
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
馬
養
の
も
と

で
は
造
仏
も
行
な
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
六
月
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
、
造
石
山
寺
所
の
廿
日
報
告
で
は
、

同
月
に
な
っ
て
は
じ
め
て
仏
工
と
画
工
の
姓
名
が
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
（
表
2
参
照
）
、
同
月
二
十
一
日
付
造
石
山
院
所
解
案
（
⑪
、
＋

五
ノ
ニ
一
五
）
で
は
、
鵬
ゴ
画
師
井
木
工
等
常
食
料
」
が
請
求
さ
れ
て
い
る
。
八
月
二
十
七
日
付
造
石
山
院
所
労
劇
文
案
（
続
修
三
十
七
、

十
五
ノ
ニ
三
五
～
二
四
〇
、
続
修
二
十
九
、
十
五
ノ
ニ
四
一
～
二
四
二
）
に
よ
れ
ば
、
観
世
音
菩
薩
一
半
と
神
経
二
六
の
造
捻
は
五
年
十
一
月

十
七
日
か
ら
始
ま
り
六
年
七
月
五
日
に
終
了
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
上
日
報
告
に
見
え
る
仏
工
・
画
師
は
、
六
月
に
な
っ
て
造
石
山
寺
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
管
下
に
入
っ
た
わ
け
で
、
そ
れ
以
前
は
石
山
院
に
あ
っ
た
造
仏
機
関
に
所
属
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
恐
ら
く
、
五
月
初
の
作
物
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停
止
命
令
に
と
も
な
っ
て
造
仏
機
関
が
解
消
さ
れ
た
関
係
で
、
作
物
再
開
後
は
仏
工
・
画
師
ら
が
奉
写
大
般
若
経
所
に
配
さ
れ
た
の
で
あ

ろ
う
。
写
経
と
造
仏
に
加
え
、
造
営
関
係
の
帳
簿
を
託
さ
れ
た
こ
の
W
期
の
上
馬
養
は
、
相
当
繁
忙
に
な
っ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。
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山本幸男
　
㈲
粗
期
（
六
月
二
十
二
日
～
八
月
九
日
）

　
⊥
白
月
二
十
一
日
ご
ろ
に
上
馬
養
（
丙
筆
）
か
ら
下
道
主
（
墨
筆
）
に
引
き
継
ぎ
が
行
な
わ
れ
、
記
帳
は
再
び
道
主
と
阿
刀
乙
万
呂
（
乙

筆
）
に
担
当
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
今
回
も
乙
軽
挙
が
記
帳
に
加
わ
る
の
は
や
や
遅
れ
、
七
月
一
日
か
ら
の
よ
う
で
あ
る
（
表
1
参
照
）
。

こ
の
期
の
記
帳
状
況
を
見
る
と
（
表
3
参
照
）
、
V
期
に
比
べ
て
留
筆
の
割
合
が
高
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
⑧
雑
材
井
檜
皮
及
和
炭

豊
穣
・
㈲
鉄
垂
井
作
上
帳
・
⑳
雑
材
井
檜
皮
及
和
炭
用
帳
で
は
見
ら
れ
な
く
な
る
も
の
の
、
◎
食
物
用
帳
・
㈲
雑
物
用
帳
で
の
記
帳
機
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　

が
大
幅
に
増
え
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
記
帳
内
容
に
は
、
こ
の
期
も
こ
れ
と
い
っ
た
特
徴
は
見
出
せ
な
い
（
表
6
参
照
）
が
、
⑪
解
移
牒

事
案
に
お
い
て
乙
訓
が
相
変
わ
ら
ず
高
い
記
帳
率
を
保
っ
て
い
る
の
は
、
当
初
か
ら
こ
の
帳
簿
の
作
成
に
中
心
的
役
割
を
果
た
す
よ
う
求

め
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
料
物
の
出
納
を
と
も
な
わ
ず
発
給
文
書
案
の
記
入
に
終
始
す
る
⑰
の
場
合
は
、
下
道
主
に
と
っ
て
他
者

に
託
し
や
す
い
帳
簿
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
⑳
で
は
七
月
二
十
二
日
条
以
降
十
月
一
日
条
（
こ
の
日
で
終
了
）
ま
で
記
事
が
見
え
な
く
な
り
、
㈹
で
は
八
月
三
日
条
を
最
後
に
閉
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

ら
れ
る
の
は
、
前
年
の
十
二
月
十
四
日
か
ら
開
始
さ
れ
た
石
山
寺
の
増
改
築
工
事
が
八
月
五
日
を
も
っ
て
終
了
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
七

月
二
十
三
日
、
二
十
八
日
以
降
の
記
事
を
そ
れ
ぞ
れ
欠
失
す
る
⑧
と
⑥
の
場
合
も
、
八
月
五
日
ま
で
に
主
要
な
記
帳
を
終
え
る
か
、
帳
簿

そ
の
も
の
が
閉
じ
ら
れ
る
か
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
期
で
は
、
六
月
三
十
日
付
で
夏
季
告
朔
が
作
成
さ
れ
奈
良
へ
、
送
ら
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　

い
た
は
ず
だ
が
、
出
撃
・
乙
上
呂
と
も
七
月
の
上
州
は
全
日
の
二
九
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
上
日
が
五
と
記
さ
れ
て
い
る
上
馬
養
（
以

上
、
表
2
参
照
）
に
託
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

％



　　　　　造石山寺所の帳簿（下）

表6　皿期における甲・乙両筆の記帳項目

甲　　　筆 乙　　筆
記　寸寸　目 6月17月18月 6星7月18月

雑工・仕丁等料 3 2

様工料 1

月中雇役人功料 1 2

租米使等道路間料 2

雑材漕運料 2　　　1

食料雑物・雑器料 3　　　2　　　1 2

（A） 漆・墨・墨縄料 5

藁料 4

檜皮料 1

和炭料 1

神祭料
抹n供養料

　
　
　
　
1
「

1

返済 1

常食料 9　　　20　　　3 10　　　8

常食料（彩色所・仏工） 3　　　19 4

半食料（木工・絵師） 1　　　1

仕丁月料 2

様工料 1

雑工・仕丁料 5 2　　　1
（C） 頓給料 1 1

雑材漕運料 1 1

仏堂塗料 1

白土能無血料 2

別当進上料 3

借充上寺 1　　　3　　　1 6　　　2

給下道主 1

卜

解案 1　　　2 8

牒案 2 1

返抄案 1 2

（D） 上日案 1

勘注文案 1

注記 1

造東大寺司牒i案 1

仏堂料 1　1　10 3

鍾模料
2　　　4　1

板殿料 2 1

経蔵料 1 2

板倉料 1

椎屯倉料 1

（G） 雑鉄料 1

鷺草釘料 1

木工墨縄料 2

公文作料 1

為結仏陀供養 1

重土仕丁料 1

不明 1　　　2 2

（注）（E）雑白井檜皮十和炭納帳・

　　及和炭用帳では甲筆のみ。

（F）鉄弓井作上帳・（H）雑材井檜皮
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山本幸男
　
㈲
田
期
（
八
月
十
日
～
十
二
月
下
旬
）

　
増
改
築
工
事
（
造
営
）
が
終
了
す
る
八
月
五
日
以
降
も
、
㈹
造
寺
料
銭
用
帳
・
◎
食
物
用
帳
・
⑪
解
移
牒
符
案
・
㈹
雑
車
井
檜
皮
及
和

製
用
帳
の
記
帳
は
継
続
さ
れ
る
が
、
十
日
目
な
る
と
ω
米
売
価
銭
用
帳
（
第
二
札
）
、
十
二
日
か
ら
は
ω
写
経
所
食
物
耳
蝉
の
記
帳
が
新

た
に
開
始
さ
れ
る
。

　
①
米
売
価
銭
用
帳
（
第
二
札
）
は
、
石
山
院
写
経
所
（
南
下
大
般
若
転
所
）
の
白
米
等
を
米
価
等
の
季
節
変
動
を
利
用
し
た
売
買
操
査
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
バ
リ

得
た
銭
の
下
充
を
記
録
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
㈹
造
寺
料
挙
用
帳
を
見
る
と
、
六
月
十
九
日
条
以
降
、
料
銭
が
不
足
し
て
き
た
関
係

で
他
の
用
途
銭
か
ら
の
借
用
が
始
ま
り
、
下
畑
額
の
下
に
「
経
所
仕
丁
功
料
内
」
「
穂
積
河
内
之
銭
内
」
「
銅
工
堤
内
」
「
雑
用
内
」
（
十
五

ノ
四
四
八
～
四
五
〇
）
な
ど
と
注
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
七
月
二
十
日
条
か
ら
は
、
写
経
所
の
白
米
を
売
っ
た
価
直
面
を
さ

す
「
経
料
白
米
売
価
内
」
「
経
前
置
米
価
内
」
「
経
所
米
売
価
内
」
（
五
ノ
三
六
五
～
三
六
七
）
か
ら
の
借
用
が
目
立
つ
よ
う
に
な
る
が
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
れ
　

れ
が
八
月
号
日
算
を
も
っ
て
終
わ
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
日
か
ら
ω
の
記
帳
が
始
ま
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
ω
は
、
こ
れ
ま
で
㈹

に
記
さ
れ
て
い
た
写
経
所
白
米
の
売
価
銭
か
ら
の
借
用
下
充
を
独
立
し
て
記
録
す
る
た
め
に
作
成
さ
れ
た
帳
簿
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

ω
の
冒
頭
の
題
目
（
「
米
売
価
銭
用
帳
」
）
の
下
に
「
第
二
札
」
（
五
ノ
ニ
六
六
）
と
あ
る
の
は
、
㈹
を
第
一
帳
と
し
た
上
で
の
記
述
と
理
解

　
　
　
　
　
お
　

で
き
る
だ
ろ
う
。

　
こ
の
ω
に
二
日
遅
れ
で
記
帳
の
始
ま
る
ω
写
経
所
食
物
用
帳
も
、
◎
食
物
史
興
と
密
接
な
関
係
を
持
つ
。
◎
の
記
事
を
追
っ
て
行
く
と
、

八
月
十
一
日
条
ま
で
各
条
に
記
さ
れ
て
い
た
常
食
料
の
下
充
が
十
二
日
条
か
ら
見
え
な
く
な
り
、
借
米
の
返
済
等
の
記
事
の
み
と
な
る
の

に
対
し
、
十
二
日
か
ら
始
ま
る
ω
で
は
、
各
条
に
常
食
料
の
諸
鐙
が
記
録
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、
⑥
の
中
心
記
事
が

ω
に
受
け
継
が
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
ω
の
題
目
「
経
所
食
口
始
八
月
越
（
十
五
ノ
四
七
一
）
に
「
経
所
」
が
冠
さ
れ
、
阿
刀
乙
壁
際
の

筆
で
記
帳
が
始
ま
る
（
表
－
参
照
）
の
は
、
八
月
五
日
を
も
っ
て
石
山
寺
の
造
営
が
終
了
し
、
八
日
も
し
く
は
九
日
に
雑
材
（
残
材
）
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
ソ

三
一
五
物
の
奈
良
へ
の
漕
運
契
約
が
檸
工
ら
と
か
わ
さ
れ
る
と
、
下
道
主
と
阿
刀
乙
万
呂
の
主
要
な
任
務
が
終
わ
り
、
当
時
な
お
活
動
を
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造石山寺所の帳簿（下）

続
け
て
い
た
写
経
所
の
業
務
に
参
加
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
写
経
所
の
米
売
価
銭
の
下
充
を
記
録
す
る
ω
米
売
価
銭
用
帳
が
下
道
主
の
筆

で
始
ま
る
（
表
1
参
照
）
の
も
、
こ
う
し
た
事
情
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
ω
の
始
ま
る
八
月
十
日
は
、
こ
れ
ま
で
執
務

内
容
を
異
に
し
て
い
た
道
主
・
乙
万
事
と
上
馬
養
が
共
同
で
写
経
所
の
業
務
を
開
始
し
出
し
た
日
と
見
な
せ
る
わ
け
で
、
記
帳
実
務
面
に

お
い
て
も
一
つ
の
画
期
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。
皿
期
の
開
始
を
こ
の
日
に
求
め
た
所
以
で
も
あ
る
。

　
写
経
所
で
は
、
四
月
～
七
月
の
間
に
観
世
音
経
一
〇
〇
巻
の
書
写
が
行
な
わ
れ
た
あ
と
、
八
月
五
日
か
ら
は
大
般
若
経
の
造
本
が
始
ま

り
、
休
止
状
態
に
あ
っ
た
大
般
若
経
一
部
六
〇
〇
巻
の
書
写
が
再
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
石
山
務
所
宛
て
の
八
月
十
一
日
付
安

都
雄
足
雑
物
進
弓
状
（
⑥
背
、
十
五
ノ
四
七
〇
～
四
七
一
）
で
は
、
画
師
二
人
・
経
師
一
人
料
と
し
て
昏
絶
一
直
・
画
帳
一
条
・
浄
衣
三
具

が
進
下
さ
れ
、
「
早
速
欲
念
奉
始
但
所
用
供
養
物
者
／
雲
鳥
用
代
後
日
随
用
依
員
野
心
」
と
の
指
示
が
出
さ
れ
て
新
た
な
造
仏
と
写
経
も

開
始
さ
れ
て
い
る
。
九
月
十
六
日
付
石
山
院
造
仏
筆
写
畳
用
物
文
案
（
⑪
、
十
五
ノ
ニ
四
四
～
二
四
五
）
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
阿
弥
陀
仏
像

（
絵
仏
）
の
造
作
と
法
華
経
一
部
八
巻
の
書
写
の
よ
う
で
あ
り
、
奈
良
に
消
息
を
伝
え
る
同
月
十
四
日
付
石
山
院
奉
写
経
所
解
案
（
⑲
、

十
五
ノ
ニ
四
三
～
二
四
四
）
で
は
、
仏
像
を
納
め
る
櫃
と
経
師
の
布
施
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
十
四
日
以
前
に
は
造
仏
・

写
経
と
も
終
了
し
て
い
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
写
経
所
に
移
っ
た
下
道
主
と
阿
仁
万
呂
が
、
ω
・
ω
以
外
の
写
経
・
造
仏
関
係
の
帳
簿
の

作
成
に
関
与
し
た
の
か
ど
う
か
定
か
で
は
な
い
が
、
九
月
に
な
っ
て
上
馬
養
が
石
山
を
＝
二
日
ば
か
り
離
れ
る
よ
う
な
と
き
に
は
、
当
月

を
全
日
上
日
す
る
乙
万
呂
（
以
上
、
表
2
参
照
）
が
栄
養
に
代
わ
っ
て
記
帳
を
担
当
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
皿
期
の
記
帳
状
況
を
見
る
と
、
⑥
食
物
手
帳
は
八
月
二
十
三
日
条
、
㈹
造
寺
料
官
用
帳
は
十
月
六
日
条
で
主
要
な
記
事
が
終
わ
り
、
ω

米
売
価
銭
位
官
は
九
月
二
十
四
日
条
を
最
後
に
記
事
が
欠
失
し
、
⑰
解
移
牒
符
案
も
記
帳
機
会
が
減
少
す
る
。
そ
れ
故
、
日
ご
と
の
記
事

を
書
き
継
ぐ
ω
写
経
所
食
物
玉
帳
を
中
心
と
し
た
考
察
に
な
る
が
、
執
務
内
容
を
同
じ
く
し
て
い
た
下
道
主
・
阿
刀
無
意
呂
・
上
馬
養
は

記
帳
の
分
担
を
行
な
っ
て
い
た
ら
し
く
、
八
月
十
日
～
十
九
日
、
九
月
十
八
日
～
十
月
十
七
日
、
十
一
月
二
十
六
日
～
十
二
月
十
一
日
は

道
主
が
、
八
月
二
十
日
～
九
月
十
七
日
、
十
月
十
八
日
～
十
一
月
二
十
五
日
は
馬
養
が
そ
れ
ぞ
れ
記
帳
の
中
心
に
な
り
、
乙
万
呂
は
そ
の
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ハ
れ
　

補
助
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
（
表
1
参
照
）
。
朝
日
報
告
に
よ
れ
ば
、
八
月
は
道
下
が
九
日
、
乙
万
呂
は
六
日
、
九
月

は
馬
養
が
一
三
日
、
道
主
は
一
五
日
、
十
月
は
道
筋
が
四
日
そ
れ
ぞ
れ
石
山
を
離
れ
て
い
る
（
表
2
参
照
）
の
で
、
こ
う
し
た
彼
ら
の
勤

務
状
態
が
右
の
よ
う
な
役
割
分
担
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
石
山
院
大
般
若
経
国
本
帳
に
よ
る
と
、
本
経
の
充
当
は
十
一
月
十
九
日
が
最
後
に
な
っ
て
お
り
、
書
写
作
業
は
同
月
下
旬
に
は
終
盤
に

入
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
十
二
月
初
に
は
、
書
写
済
み
経
巻
の
仕
上
げ
の
装
漬
作
業
も
終
了
し
、
十
二
月
五
日
付
石
山
院
請

経
文
案
（
働
、
十
五
ノ
ニ
五
〇
）
で
は
完
成
し
た
大
般
若
経
六
〇
〇
巻
と
理
趣
分
一
巻
が
奉
請
さ
れ
、
同
月
八
日
付
石
山
院
経
櫃
経
机
等

進
送
文
案
（
⑪
、
＋
五
ノ
ニ
五
一
～
二
五
二
）
で
は
大
般
若
経
の
本
経
並
び
に
残
紙
・
経
机
な
ど
が
、
同
日
付
石
山
院
解
（
⑪
背
、
五
ノ
ニ

八
八
）
で
は
仕
丁
・
領
舎
人
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
進
上
さ
れ
て
い
る
。
ω
写
経
所
食
物
用
帳
は
、
十
二
月
十
二
日
ご
ろ
の
記
事
で
終
わ
っ
て
い

る
の
で
、
写
経
所
の
活
動
も
こ
の
日
を
も
っ
て
停
止
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
上
馬
養
は
、
五
日
に
行
な
わ
れ
た
大
般
若
経
・
理
趣
分
の
奉
請

に
同
行
し
て
石
山
を
離
れ
た
ら
し
く
、
奈
良
の
写
経
所
で
行
な
わ
れ
た
灌
頂
経
一
二
部
一
四
四
巻
書
写
の
関
係
帳
簿
の
位
署
に
、
六
日
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

ら
そ
の
姓
名
が
見
え
て
い
る
。
下
道
主
の
方
は
、
残
務
整
理
に
従
事
し
、
十
二
月
十
五
日
付
石
山
院
解
（
続
々
修
四
ノ
ニ
十
一
裏
、
五
ノ
ニ

八
九
～
二
九
〇
）
で
は
「
但
道
主
板
写
公
文
未
了
／
加
撃
雑
散
士
≧
物
二
一
殿
収
置
十
日
以
来
将
参
上
」
「
清
笛
写
公
文
読
合
井
経
所
早
口

抜
出
二
箇
日
／
阿
刀
乙
万
営
所
岳
樺
件
」
と
あ
っ
て
、
阿
刀
乙
上
呂
と
と
も
に
今
し
ば
ら
く
石
山
に
留
ま
る
が
、
右
の
灌
頂
経
書
写
関
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

帳
簿
で
は
二
十
四
日
条
か
ら
位
署
に
聖
主
の
名
が
見
え
出
す
の
で
、
こ
の
日
以
前
に
奈
良
に
戻
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
公
文
の
読
み
合

わ
せ
や
食
口
の
抜
き
出
し
に
関
与
し
た
乙
万
呂
も
、
道
主
と
行
動
を
と
も
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
う
し
て
、
正
月
十
六
日
ご
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
石
山
で
の
記
帳
実
務
は
終
了
し
、
㈲
～
㈹
の
造
営
関
係
の
帳
簿
と
ω
・
ω
の
写
経
所
用

の
帳
簿
は
、
最
後
ま
で
公
文
類
の
整
理
に
従
事
し
て
い
た
下
道
主
に
よ
っ
て
奈
良
に
持
参
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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造石山寺所の帳簿（下）

　
ω
K
期
（
十
二
月
下
旬
～
七
年
六
月
）

　
⑥
食
物
手
帳
は
閏
十
二
月
二
十
九
日
条
を
、
㈹
造
寺
料
銭
用
瀬
は
七
年
正
月
三
十
日
条
を
そ
れ
ぞ
れ
下
道
主
（
甲
筆
）
に
よ
っ
て
記
さ

れ
終
了
す
る
（
表
－
参
照
）
が
、
⑰
解
移
牒
符
案
の
方
は
七
年
六
月
ま
で
書
き
継
が
れ
て
い
る
。
記
事
内
容
は
、
信
楽
殿
の
壊
漕
費
用
に

関
す
る
精
算
、
残
物
の
学
舎
に
関
す
る
勘
注
、
近
江
国
愛
甲
郡
の
天
平
宝
字
四
年
料
租
米
徴
収
の
報
告
な
ど
で
、
造
石
山
寺
所
の
残
務
整

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
リ
　

理
が
、
奈
良
に
戻
っ
て
か
ら
も
、
灌
頂
経
や
大
般
若
経
な
ど
の
書
写
実
務
に
従
事
す
る
道
主
に
よ
っ
て
継
続
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ

る
。
そ
の
⑪
も
七
年
六
月
十
六
日
付
造
石
山
院
事
解
案
（
⑪
、
五
ノ
四
四
五
～
四
四
六
）
を
も
っ
て
終
了
す
る
が
、
こ
の
⑪
と
右
の
㈹
・
◎
、

そ
れ
に
㈲
鉄
窓
当
作
上
帳
、
㈹
雑
材
井
檜
皮
武
和
炭
黒
髭
・
ω
写
経
所
食
物
下
帳
の
最
後
の
記
事
が
、
い
ず
れ
も
下
道
主
の
筆
で
あ
る
（
表

－
参
照
）
の
で
、
記
帳
を
終
え
た
あ
と
は
道
主
の
手
元
に
置
か
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
尾
欠
と
な
っ
て
い
る
他
の
三
帳
簿
も
同
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　

に
見
な
せ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
造
石
山
寺
所
関
係
帳
簿
の
伝
来
に
は
、
下
道
主
の
動
向
が
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

紛
小
結

以
上
に
見
た
皿
～
K
期
の
記
帳
状
況
の
検
討
よ
り
確
認
さ
れ
る
点
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

e
旧
註
か
ら
新
帳
へ
の
書
換
え
に
と
も
な
っ
て
記
帳
実
務
に
採
用
さ
れ
た
阿
刀
乙
万
呂
に
、
下
道
主
が
当
初
期
待
し
た
の
は
、
田
上
山

　
作
所
領
と
い
う
職
務
経
験
を
生
か
し
た
山
作
所
と
の
交
渉
及
び
そ
れ
に
と
も
な
う
使
物
出
納
の
記
帳
（
⑧
・
⑥
）
で
あ
っ
た
。

⇔
乙
万
呂
は
、
⑪
解
移
牒
符
案
の
記
帳
で
も
中
心
的
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
⑪
で
は
発
給
文
書
案
の
記
入
に
終
始
す
る
た

　
め
で
、
銭
・
食
料
雑
物
・
鉄
・
鉄
製
品
の
出
納
に
関
す
る
記
帳
（
A
・
C
・
F
）
は
道
主
が
行
な
う
と
い
う
方
針
が
あ
っ
た
よ
う
で

　
あ
る
。
道
主
に
は
、
帳
簿
を
重
要
度
に
応
じ
て
序
列
化
し
て
い
た
節
が
あ
る
。

⇔
五
月
初
に
山
作
所
の
作
材
が
停
止
さ
れ
る
と
、
乙
万
呂
の
記
帳
量
も
減
少
す
る
が
、
反
面
、
銭
・
食
料
雑
物
な
ど
の
出
納
記
帳
（
㈹

　
・
◎
）
の
機
会
が
増
え
て
く
る
。
こ
れ
は
、
政
所
業
務
を
遂
行
す
る
中
で
、
道
主
か
ら
の
信
任
が
厚
く
な
っ
て
き
た
た
め
と
思
わ
れ

8
1
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る
。

　
⑳
y
期
と
W
期
に
は
、
道
話
と
乙
万
呂
が
石
山
を
離
れ
た
関
係
で
、
記
帳
の
ほ
と
ん
ど
は
上
馬
養
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
馬
養
は
、
奉

　
　
歯
石
山
院
大
般
若
経
所
（
写
経
所
）
の
燈
影
と
し
て
写
経
に
従
事
し
て
い
た
が
、
記
帳
の
実
務
に
関
し
て
は
練
達
の
士
で
あ
る
た
め
、

　
　
道
主
の
信
を
得
て
代
役
を
果
た
す
に
至
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

　
㈲
写
経
所
で
は
、
二
月
十
一
日
ご
ろ
か
ら
大
般
若
経
一
量
器
〇
〇
巻
の
書
写
が
開
始
さ
れ
た
が
、
充
本
は
三
月
末
で
一
旦
終
わ
り
八
月

　
　
初
ま
で
見
ら
れ
な
く
な
る
。
馬
借
に
帳
簿
が
委
ね
ら
れ
た
の
は
、
こ
の
写
経
の
休
止
期
間
に
当
た
る
。
し
か
し
、
こ
の
間
の
写
経
所

　
　
で
は
、
四
月
か
ら
七
月
に
か
け
て
観
世
音
経
一
〇
〇
巻
の
書
写
が
行
な
わ
れ
、
六
月
に
な
る
と
仏
工
と
画
工
が
造
石
山
寺
所
の
管
下

　
　
に
入
っ
た
関
係
で
、
造
仏
作
業
も
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
七
月
上
旬
ま
で
）
。
y
期
の
豊
滝
は
繁
忙
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
因
八
月
五
日
に
造
営
工
事
が
終
わ
る
と
、
作
子
や
造
営
料
関
係
の
帳
簿
（
⑧
・
㈹
・
⑥
・
㈹
）
の
記
帳
も
ほ
ぼ
終
了
す
る
。
主
要
な
任

　
　
務
を
終
え
た
道
主
と
乙
下
呂
は
、
大
般
若
経
書
写
を
再
開
し
た
写
経
所
の
業
務
に
参
加
し
、
馬
養
と
執
務
を
共
に
し
て
、
囚
造
寺
料

　
　
銭
用
器
・
◎
食
物
用
帳
の
機
能
を
受
け
継
ぐ
ω
米
売
価
冷
用
帳
・
ω
写
経
所
食
物
用
脚
を
作
成
す
る
こ
と
に
な
る
。
皿
期
の
記
帳
は
、

　
　
道
主
・
乙
万
呂
・
馬
養
の
三
者
で
分
担
し
な
が
ら
進
め
ら
れ
て
行
っ
た
。

　
㈲
十
二
月
初
に
大
般
若
経
の
書
写
が
終
了
す
る
と
馬
術
は
奈
良
に
戻
る
が
、
道
主
と
億
万
呂
は
同
月
下
旬
ま
で
石
山
に
残
り
残
務
整
理

　
　
に
従
事
し
た
。
造
石
山
寺
所
の
関
係
帳
簿
は
、
道
主
に
よ
っ
て
奈
良
に
持
参
さ
れ
、
な
お
必
要
事
項
の
記
入
が
行
な
わ
れ
た
あ
と
は
、

　
　
道
主
の
手
元
に
保
管
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
記
帳
状
況
の
中
で
注
意
さ
れ
る
の
は
、
阿
刀
乙
万
呂
の
存
在
で
あ
る
。
前
記
の
よ
う
に
乙
万
呂
は
、
記
帳
実
務
に
従
事
し

な
が
ら
領
位
署
に
は
そ
の
姓
名
を
記
さ
ず
、
あ
え
て
必
要
な
と
き
に
は
⑥
食
物
用
筆
で
見
た
よ
う
に
「
注
」
を
冠
し
て
書
き
入
れ
る
と
い

う
措
置
が
と
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
記
帳
責
任
者
が
下
道
主
で
あ
り
、
乙
万
慮
は
そ
の
補
佐
役
に
す
ぎ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
領
位
署
に
は
、
宿
主
と
そ
の
代
役
を
勤
め
た
上
馬
養
の
姓
名
が
加
え
ら
れ
て
い
る
例
も
あ
る
の
で
、
道
術
と
乙
富
農
の
両
者
が
そ
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造石山寺所の帳簿（下）

こ
に
並
記
さ
れ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
う
し
た
箇
所
が
全
く
認
め
ら
れ
な
い
の
は
、
記
帳
に
従
事
す
る
人

物
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
つ
ま
り
造
営
関
係
は
斎
主
が
、
写
経
関
係
は
馬
養
が
記
帳
を
行
な
い
、
相
互
に
代
役
を
果
た

す
こ
と
が
あ
っ
て
も
第
三
者
に
は
記
帳
を
委
ね
な
い
と
い
う
原
則
が
あ
っ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
恐
ら
く
、
そ
れ
が
両
者
の
案
主
た
る
所

　
　
　
　
の
　

以
で
あ
り
、
帳
簿
や
上
日
報
告
で
領
と
称
さ
れ
て
も
、
他
の
領
に
は
付
与
さ
れ
て
い
な
い
造
東
大
寺
司
か
ら
の
早
上
出
納
の
記
帳
や
造
石

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　

山
寺
所
発
給
文
書
の
作
成
と
い
う
権
限
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
乙
万
呂
は
記
帳
に
関
し
て
は
表
に
出
せ
な
い
存
在

で
あ
り
、
道
主
の
裁
量
に
よ
っ
て
非
公
式
に
採
用
さ
れ
た
、
い
わ
ば
私
設
の
記
帳
要
員
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
案
主
や
領
と
い
う
実
務
を
担
当
す
る
官
人
の
間
で
、
こ
う
し
た
内
々
の
雇
用
関
係
も
し
く
は
業
務
協
力
が
一
般
に
あ
っ
た
の
か
ど
う
か

簡
単
に
は
判
断
で
き
な
い
が
、
造
石
山
寺
所
と
い
う
造
東
大
寺
司
の
出
先
機
関
で
こ
う
し
た
現
実
が
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
官
司
機

構
の
運
営
を
考
え
る
上
で
留
意
す
べ
き
問
題
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

お
わ
り
に

　
本
稿
で
は
、
帳
簿
作
成
過
程
の
一
つ
で
あ
る
③
記
帳
作
業
を
と
り
あ
げ
、
筆
蹟
の
観
察
を
通
し
て
記
帳
担
当
者
の
判
定
と
記
帳
状
況
に

つ
い
て
検
討
を
加
え
た
。
加
筆
・
追
筆
と
い
っ
た
記
帳
後
の
修
正
に
は
言
及
で
き
な
か
っ
た
も
の
の
、
当
時
の
造
石
山
寺
所
に
お
け
る
記

帳
の
様
子
に
つ
い
て
は
、
あ
る
程
度
見
通
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
次
の
課
題
は
、
①
帳
簿
記
事
の
素
材
の
収
集
と
整
理
、
②
帳
簿

用
料
物
の
入
手
と
帳
簿
本
体
の
作
成
と
い
う
問
題
の
解
明
に
な
る
が
、
①
に
つ
い
て
は
史
料
的
な
制
約
が
あ
る
た
め
現
状
で
の
考
察
は
困

　
　
　
　
　

難
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
②
の
点
、
と
り
わ
け
帳
簿
用
紙
の
入
手
に
つ
い
て
は
、
造
石
山
寺
所
の
帳
簿
が
多
量
の
反
故
文
書
を
使
用
し
て

い
る
関
係
で
先
学
の
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
お
り
、
考
察
が
可
能
な
分
野
と
な
っ
て
い
る
。
本
稿
で
得
ら
れ
た
知
見
を
も
と
に
、
こ
れ
ら
の

反
故
文
書
の
入
手
経
路
を
検
討
す
れ
ば
、
先
学
と
は
異
な
る
理
解
が
得
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
が
、
そ
の
作
業
は
稿
を
改
め
て
果
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た
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こ
と
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註（
5
4
）
た
だ
し
、
㈲
造
寺
料
雑
物
収
納
帳
は
前
記
の
よ
う
に
二
月
ご
十
七
日
条
で
閉
じ
ら
れ
、
三
月
以
降
の
造
寺
料
物
の
収
納
は
別
の
帳
簿
（
現
存

　
せ
ず
）
に
記
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

（
5
5
）
⑥
解
移
牒
符
案
で
の
共
同
記
帳
は
、
阿
刀
乙
読
響
（
針
蕗
）
が
石
山
を
離
れ
る
ま
で
の
期
間
で
あ
る
。

（
5
6
）
㈲
造
寺
料
適
用
帳
・
㈹
雑
追
出
檜
皮
霜
和
遺
言
帳
・
㈹
鉄
充
下
作
上
帳
の
正
月
～
三
月
の
記
事
の
中
で
、
面
河
の
主
文
・
「
右
」
記
事
に
対

　
す
る
領
位
署
に
下
道
主
（
甲
筆
）
が
朱
で
名
の
み
を
記
す
例
が
散
見
す
る
（
表
1
参
照
）
が
、
こ
れ
ら
の
場
合
も
別
途
に
作
成
さ
れ
て
い
た
帳

　
簿
（
旧
帳
）
か
ら
の
転
記
を
、
必
要
が
あ
っ
て
道
主
が
検
校
し
た
こ
と
を
示
す
た
め
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
◎
食
物
用
帳
の
三
月
七
日
条

　
の
例
は
、
㈲
で
の
自
署
で
手
に
し
た
朱
筆
を
そ
の
ま
ま
使
用
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
か
。

（
5
7
）
石
山
寺
か
ら
来
た
銭
一
一
貫
の
用
残
を
記
す
（
天
平
宝
字
）
六
年
正
月
十
六
日
付
買
漆
電
撃
注
文
（
皇
孫
四
十
一
、
五
ノ
五
九
～
六
〇
）
の

　
日
下
に
は
、
上
馬
養
が
猪
名
部
雪
虫
と
と
も
に
自
署
を
加
え
、
そ
の
左
に
は
「
主
典
安
都
承
平
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
鷺
森
浩
幸
「
天
平
宝

　
字
六
年
石
山
寺
造
営
に
お
け
る
人
事
シ
ス
テ
ム
　
　
律
令
制
官
司
の
↓
側
面
一
」
（
『
日
本
史
研
究
』
三
五
四
、
一
九
九
二
年
）
は
、
こ
の
注

　
文
よ
り
、
馬
養
は
正
月
十
六
日
の
段
階
で
既
に
奈
良
の
写
経
所
を
離
れ
石
山
寺
の
造
営
に
従
事
し
て
い
た
と
指
摘
す
る
。

（
5
8
）
「
盛
殿
」
と
は
経
師
ら
の
食
事
の
調
理
場
を
さ
す
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
5
9
）
⑪
解
移
牒
符
案
所
載
の
三
月
十
三
日
付
点
千
石
山
院
大
般
若
所
書
大
舎
人
文
案
（
十
五
ノ
一
六
三
～
一
六
四
）
、
同
月
二
十
日
付
奉
飴
石
山

　
大
般
若
所
解
案
（
一
五
ノ
↓
七
〇
～
↓
七
一
）
な
ど
に
、
上
馬
養
は
案
主
と
し
て
見
え
る
。

（
6
0
）
⑥
食
物
用
帳
の
二
月
八
日
、
十
一
日
条
の
領
位
署
に
は
馬
下
の
姓
「
上
」
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
十
日
条
に
若
滑
海
藻
・
醤
・
末
醤

　
・
酢
・
黒
米
を
楽
市
に
充
て
る
記
事
が
あ
る
よ
う
に
、
書
写
作
業
の
開
始
に
と
も
な
い
食
料
雑
物
の
一
部
を
造
石
山
寺
所
に
仰
ぐ
必
要
が
あ
っ

　
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
写
経
所
と
造
石
山
寺
所
の
料
物
は
区
別
さ
れ
て
い
た
。
大
般
若
経
の
書
写
に
つ
い
て
は
、
横
田
拓
美
「
奈
良
時

　
代
に
お
け
る
石
山
寺
の
造
営
と
大
般
若
面
書
写
」
（
石
山
寺
文
化
財
綜
合
調
査
団
『
石
山
寺
の
研
究
』
一
切
経
篇
、
所
収
、
法
蔵
館
、
一
九
七
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八
年
）
で
検
討
が
加
え
ら
れ
て
い
る
が
、
以
下
本
稿
で
も
必
要
に
応
じ
て
書
写
の
経
過
や
写
経
所
の
動
向
に
言
及
す
る
。

（
6
1
）
古
瀬
奈
津
子
「
告
朔
に
つ
い
て
の
一
試
論
」
（
『
東
洋
文
化
』
六
〇
、
一
九
八
○
年
）
に
よ
る
と
、
告
朔
に
は
月
別
と
季
別
が
あ
り
、
造
石
山

　
寺
所
の
季
別
の
告
朔
は
所
管
官
司
の
造
東
大
寺
司
に
向
け
て
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
季
重
の
告
朔
に
は
雑
物
出
納
の
項
目
が
設
け
ら
れ
決
算
報

　
告
の
形
式
を
と
っ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
決
算
報
告
で
あ
れ
ば
、
内
容
に
関
す
る
質
疑
応
答
が
あ
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

（
6
2
）
造
石
山
寺
所
の
政
所
の
存
在
に
つ
い
て
は
、
六
年
五
月
二
日
付
石
山
政
所
符
号
（
⑪
、
十
五
ノ
「
九
八
）
よ
り
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
写

　
経
所
の
も
の
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
な
い
。
岡
藤
氏
は
、
下
道
主
と
上
馬
養
は
造
石
山
寺
所
の
政
所
で
作
業
に
従
事
し
て
い
た
と
想
定
さ
れ
て

　
い
る
（
前
掲
註
（
2
）
著
書
五
一
ニ
ペ
ー
ジ
）
。

（
6
3
）
こ
の
間
の
写
経
事
業
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
天
平
宝
字
二
年
に
お
け
る
御
願
経
三
六
〇
〇
巻
の
書
写
　
　
全
体
像
の
把
握
の
た
め
に
一
」

　
　
（
『
正
倉
院
文
書
研
究
』
3
・
4
、
一
九
九
五
、
九
六
年
）
、
「
天
平
宝
字
四
～
五
年
に
お
け
る
一
切
経
の
書
写
　
　
関
係
史
料
の
整
理
と
全
体

　
像
の
検
討
i
」
（
『
南
都
仏
教
』
五
九
・
六
〇
、
一
九
八
八
年
）
を
参
照
。

（
6
4
）
福
山
前
掲
注
（
2
）
論
文
で
は
、
作
物
停
止
の
理
由
を
雨
季
に
入
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
と
す
る
。

（
6
5
）
後
掲
の
八
月
二
十
七
日
付
造
石
山
院
所
労
劇
文
案
に
よ
る
。

（
6
6
）
福
山
前
掲
注
（
2
）
論
文
で
は
、
造
営
事
業
の
総
決
算
書
と
さ
れ
る
天
平
宝
字
六
年
閏
十
二
月
二
十
九
日
付
造
石
山
寺
所
解
（
案
）
（
秋
季

　
告
朔
）
（
続
々
修
四
十
五
ノ
七
十
、
十
六
ノ
ニ
一
九
～
二
二
二
㎝
、
続
々
修
四
十
五
ノ
七
、
十
六
ノ
ニ
一
二
～
二
一
五
、
逆
修
後
編
四
十
二
、

　
十
五
ノ
一
二
七
、
続
々
修
四
十
五
ノ
五
裏
、
十
六
ノ
ニ
二
九
～
二
三
二
、
、
二
三
二
～
二
五
〇
、
二
五
一
～
二
五
二
、
続
修
三
十
五
裏
、
十
六

　
ノ
一
九
一
鯛
～
一
九
五
4
8
、
一
九
九
妬
～
二
〇
一
、
一
九
五
旦
9
～
一
九
七
毘
6
、
一
八
六
～
一
九
一
㎝
、
続
修
三
十
六
裏
、
十
六
ノ
ニ
〇
一
～
二

　
〇
八
皿
3
、
続
修
三
十
五
裏
、
十
六
ノ
一
九
七
即
～
一
九
九
躬
、
続
々
修
四
十
五
ノ
六
、
十
六
ノ
ニ
ニ
七
～
二
二
九
、
続
修
三
十
六
裏
、
十
六
ノ

　
ニ
○
八
議
～
一
＝
一
、
続
修
後
集
三
十
四
裏
、
五
ノ
三
三
五
～
三
五
四
。
復
原
の
一
部
は
、
福
山
前
掲
注
（
2
）
論
文
、
岡
藤
前
掲
注
（
2
）

　
著
書
＝
二
八
～
一
五
四
ペ
ー
ジ
に
よ
る
）
の
中
で
、
「
仏
工
伍
拾
捌
人
口
三
綱
所
遷
受
以
来
役
単
」
（
五
ノ
三
四
一
）
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
従

　
来
石
山
寺
の
三
綱
所
の
下
で
行
な
わ
れ
て
い
た
造
像
は
六
月
か
ら
造
石
山
寺
所
に
引
き
継
が
れ
た
と
推
定
す
る
。
実
際
に
造
像
を
担
当
し
た
の

　
は
、
本
文
で
述
べ
た
よ
う
に
写
経
所
で
あ
っ
た
。

刀
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（
6
7
）
◎
食
物
用
帳
の
七
月
二
十
九
日
～
八
月
六
日
の
各
条
で
、
阿
昌
吉
万
古
が
位
署
に
「
注
阿
刀
乙
万
呂
」
と
姓
名
を
加
え
る
の
は
前
記
の
通
り

　
で
あ
る
。
恐
ら
く
こ
の
間
、
造
営
事
業
の
終
了
を
ひ
か
え
た
下
道
主
の
仕
事
が
繁
忙
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
㈹
鉄
誓
言
作
上
帳
の
七

　
月
二
十
三
日
～
八
月
三
日
の
各
条
が
主
文
の
み
で
あ
る
の
も
こ
う
し
た
事
情
に
よ
る
も
の
で
、
こ
ち
ら
の
方
は
、
造
営
事
業
の
終
了
後
に
道
主

　
が
一
括
し
て
書
き
上
げ
た
よ
う
で
あ
る
。

（
6
8
）
秋
季
告
朔
で
は
、
五
年
十
二
月
十
四
日
か
ら
六
年
八
月
五
日
ま
で
の
「
請
用
雑
物
井
作
物
及
散
役
等
」
（
五
ノ
三
五
三
～
三
五
四
）
が
報
告

　
さ
れ
て
い
る
。

（
6
9
）
夏
季
告
朔
の
進
上
は
遅
れ
た
ら
し
く
、
⑥
解
移
牒
符
案
所
載
の
七
月
二
日
付
造
石
山
院
所
一
案
（
十
五
ノ
ニ
一
九
～
二
二
〇
）
に
は
、
「
告

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
朔
者
依
未
畢
不
得
進
上
然
以
月
三
日
持
将
参
上
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
7
0
）
吉
田
孝
「
律
令
時
代
の
交
易
」
（
同
『
律
令
国
家
と
古
代
の
社
会
』
所
収
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
三
年
。
初
出
は
一
九
六
五
年
）
。

（
7
1
）
㈹
造
寺
青
銭
用
帳
の
九
月
十
九
日
条
に
は
、
奈
良
へ
の
残
寒
漕
運
料
と
し
て
下
充
さ
れ
た
銭
一
二
貫
二
六
〇
文
の
う
ち
四
貫
二
六
〇
文
は
「
経

　
回
米
売
来
襲
」
（
十
五
ノ
四
四
五
）
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
同
帳
の
八
月
八
日
条
に
は
同
額
の
料
銭
が
「
経
回
米
売
内
」
「
経
国
米
売
価
内
」
（
五

　
ノ
三
六
八
～
三
六
九
）
か
ら
下
充
さ
れ
て
お
り
、
九
月
十
九
日
条
の
も
の
は
重
出
記
事
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（
7
2
）
「
第
二
札
」
の
「
札
」
を
、
東
野
治
之
「
奈
良
平
安
時
代
の
文
献
に
現
わ
れ
た
木
簡
」
（
同
『
正
倉
院
文
書
と
木
簡
の
研
究
』
所
収
、
塙
書
房
、

　
一
九
七
七
。
初
出
は
一
九
七
四
年
）
、
「
「
札
」
と
「
札
」
」
（
同
『
日
本
古
代
木
簡
の
研
究
』
所
収
、
塙
書
房
、
一
九
八
三
年
。
初
出
は
一
九
七

　
八
年
）
は
木
簡
も
し
く
は
木
簡
の
記
録
を
一
旦
紙
に
写
し
と
っ
た
も
の
を
さ
す
語
と
し
、
角
林
文
雄
「
木
簡
を
意
味
す
る
文
字
」
（
同
『
日
本

　
古
代
の
政
治
と
経
済
』
所
収
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
九
年
。
初
出
は
一
九
七
七
年
）
は
帳
と
同
義
語
と
す
る
が
、
本
文
で
述
べ
た
㈹
造
寺
料

　
銭
用
帳
と
ω
米
売
価
銭
用
帳
の
関
係
を
念
頭
に
す
れ
ば
、
こ
の
場
合
の
「
札
」
は
帳
の
意
と
見
た
方
が
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
7
3
）
㈹
造
寺
料
銭
用
帳
の
八
月
八
日
条
で
は
、
奈
良
へ
の
雑
材
漕
運
料
四
貫
二
〇
〇
文
と
津
神
祭
料
六
〇
文
が
下
愚
さ
れ
（
五
ノ
三
六
八
～
三
六

　
九
）
、
八
月
九
日
付
で
漕
運
を
請
け
負
う
日
佐
真
月
土
師
石
国
運
解
（
造
石
山
寺
千
旦
重
手
実
内
、
正
集
落
、
五
ノ
ニ
六
一
）
と
雑
材
の
内
訳

　
を
記
し
た
高
島
山
号
所
漕
材
注
文
（
同
上
内
、
続
々
修
四
十
五
ノ
六
、
五
ノ
ニ
六
二
～
二
六
五
）
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。

（
7
4
）
ω
写
経
所
食
物
用
帳
の
九
月
か
ら
十
一
月
に
か
け
て
の
各
条
の
中
で
、
主
文
・
「
右
」
記
事
と
も
乱
筆
に
か
か
る
も
の
の
領
位
署
に
「
注
阿

3376



造石山寺所の帳簿（下）

　
刀
乙
万
呂
」
と
の
書
き
込
み
が
な
さ
れ
て
い
る
（
表
1
参
照
）
。
同
様
の
例
は
◎
食
物
画
帳
の
七
月
二
十
九
日
～
八
月
六
日
目
各
条
で
も
認
め

　
ら
れ
る
が
、
恐
ら
く
こ
れ
を
契
機
と
し
て
、
乙
筆
が
主
文
・
「
右
」
記
事
を
書
く
場
合
に
は
領
位
署
に
乙
登
呂
の
名
を
注
記
す
る
よ
う
に
な
つ

　
た
の
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
そ
れ
は
、
食
物
用
帳
に
限
っ
て
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

（
7
5
）
奉
写
灌
頂
経
料
軍
用
帳
（
続
々
修
十
ノ
六
、
十
六
ノ
一
七
～
二
一
）
、
奉
写
灌
頂
経
料
雑
物
玉
帳
（
続
々
修
十
ノ
五
、
十
六
ノ
画
一
～
二
四
）

　
を
参
照
。

（
7
6
）
下
士
灌
頂
経
料
銭
用
帳
、
奉
写
灌
頂
当
所
下
口
案
（
続
々
修
十
ノ
七
、
十
六
ノ
ニ
五
～
三
三
、
続
修
三
十
＝
畏
、
十
六
ノ
三
三
～
三
五
、
続

　
々
修
四
十
ノ
五
、
十
六
ノ
三
五
～
四
〇
、
続
修
四
十
七
裏
、
十
六
ノ
四
一
～
四
二
、
続
修
別
集
八
裏
、
十
六
ノ
四
三
～
四
四
、
続
々
修
四
十
ノ

　
五
、
十
六
ノ
四
四
～
四
八
、
中
間
欠
、
続
々
修
四
十
三
ノ
十
六
裏
、
十
六
ノ
四
八
～
五
〇
。
復
原
の
一
部
は
『
大
日
本
古
文
書
』
に
よ
る
）
を

　
参
照
。

（
7
7
）
灌
頂
経
一
二
部
一
四
四
巻
書
写
に
続
い
て
行
な
わ
れ
た
大
般
若
経
二
部
一
二
〇
〇
巻
書
写
で
も
、
下
道
主
と
上
馬
養
は
案
主
と
し
て
従
事
し

　
て
い
る
。
奉
写
二
部
大
般
若
経
雑
物
納
帳
（
続
々
修
四
ノ
八
、
五
ノ
三
〇
〇
～
三
〇
二
、
続
修
四
十
一
、
五
ノ
三
〇
二
～
三
〇
六
、
続
々
修
四

　
十
三
ノ
ニ
十
、
十
六
ノ
一
二
一
～
一
二
九
。
復
原
の
一
部
は
『
大
日
本
古
文
書
』
に
よ
る
）
を
参
照
。

（
7
8
）
西
前
掲
注
（
2
）
論
文
を
参
照
。

（
7
9
）
石
山
写
経
所
の
帳
簿
の
中
で
伝
来
し
た
の
は
、
石
山
院
大
般
若
経
充
本
堂
・
ω
米
売
価
銭
用
帳
・
ω
写
経
所
食
物
用
帳
の
三
点
で
あ
る
。
こ

　
の
う
ち
ω
・
ω
は
、
本
文
で
言
及
し
た
よ
う
に
㈹
造
寺
歯
痛
用
帳
・
◎
食
物
用
帳
の
機
能
を
受
け
継
ぐ
帳
簿
で
あ
る
の
で
、
下
道
主
の
管
理
下

　
に
置
か
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
充
本
門
は
上
馬
養
が
保
管
し
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
写
経
や
造
仏
に
か
か
わ
る
写
経
所
の
帳
簿
は
馬
養

　
の
手
元
に
置
か
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
の
大
半
が
失
わ
れ
、
道
主
の
保
管
す
る
造
営
関
係
の
帳
簿
が
残
っ
た
の
は
、
奈
良
の
写
経
所
に

　
お
け
る
両
者
の
帳
簿
管
理
の
あ
り
方
を
反
映
す
る
も
の
と
し
て
興
味
深
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。

（
8
0
）
八
月
二
十
七
日
付
の
造
石
山
院
所
労
劇
文
案
に
よ
る
と
、
造
石
山
寺
所
の
案
主
は
下
道
主
だ
け
で
あ
り
、
他
の
九
人
の
領
と
は
区
別
し
て
記

　
さ
れ
て
い
る
。
案
主
は
、
こ
の
下
道
主
と
写
経
所
の
上
馬
養
の
二
人
だ
け
の
よ
う
で
あ
る
。

（
8
1
）
前
記
の
よ
う
に
、
七
月
末
以
降
阿
刀
乙
万
呂
の
姓
名
も
帳
簿
に
現
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
領
位
署
の
枠
外
に
注
記
す
る
と
い
う
体
裁
を
と
る
（
図
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1
㈲
参
照
）
。
乙
万
呂
は
正
式
の
記
帳
担
当
者
で
な
い
こ
と
を
示
す
た
め
で
あ
ろ
う
。

（
8
2
）
東
野
前
掲
注
（
7
2
）
論
文
で
は
、
帳
簿
記
事
の
素
材
と
し
て
木
簡
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
木
簡
と
帳
簿
を
繋
ぐ
研
究
は
ま
だ
本
格

　
化
し
て
い
な
い
。

（
8
3
）
こ
の
作
業
は
、
拙
稿
「
造
石
山
寺
所
の
帳
簿
に
使
用
さ
れ
た
反
故
文
書
」
（
皆
川
完
一
編
『
古
代
中
世
史
料
学
研
究
』
上
巻
所
収
、
吉
川
弘

　
文
館
、
一
九
九
八
年
）
で
行
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
九
七
年
五
月
成
稿
　
同
年
九
月
・
九
八
年
七
月
補
訂
）
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